
豊島区自殺対策計画推進会議設置要綱

平成 30 年 2 月 23 日

健康担当部長決定

（設置）

第１条 自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 条）第 13 条の規定に基づき、同法第 2 条に

規定する基本理念に沿って関係機関・団体等と協議を行い、本区の自殺対策をセーフコミュ

ニティの取組みを通じた包括的な支援とするため、豊島区自殺対策計画推進会議（以下「推

進会議」）を設置する。

（所掌事項）

第２条 推進会議は次に掲げる事項について協議を行う。

（１） 自殺対策計画の策定に関すること。

（２） 自殺対策計画の推進及び、関係施策の連携に関すること。

（３） 自殺対策計画の評価に関すること。

（４） 自殺対策に関する理解促進や自殺の実態等情報共有に関すること。

（５） その他区長が必要と認めること。

（構成）

第３条 推進会議は､委員長及び委員をもって構成する｡

２ 委員長は、保健福祉部長の職にある者とし、委員会の事務を総括する。

３ 委員は、別表１に掲げる職にある者を充てる。

（会議）

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め、その意見を聞くことがで

きる。

（部会）

第５条 推進会議は、部会を置くことができる。

２ 部会は、以下の各号に掲げる事項について調査検討する。

 一 計画策定における課題整理等に関すること。

 二 推進会議から付議された事項に関すること。

 三 その他、特に必要と認められる事項に関すること。



３ 部会員は、委員長が指名する。

４ 部会には部会長を置き、健康推進課長の職にある者をもって充てる。

５ 部会長は、部会を招集し、部会の検討経過及び結果を推進会議に報告する。

６ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係機関の出席を求めることができる。

（報告）

第６条 委員長は、委員会の審議結果について随時区長に報告する。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の委員会の運営に関し必要な事項は、保健福

祉部長が定める。

付 則

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。



別表１（第３条関係）

１ 委      員 保健福祉部  池袋保健所長

２ 〃 保健福祉部  健康担当部長

３     〃 区民部    区民部長

４     〃 政策経営部  セーフコミュニティ推進室長

５ 〃 政策経営部  区民相談課長

６ 〃 総務部    人材育成担当課長

７ 〃 総務部    治安対策担当課長

８ 〃 総務部    男女平等推進センター所長

９ 〃 区民部    地域区民ひろば課長

１０ 〃 区民部    税務課収納推進担当課長

１１ 〃 区民部    国民健康保険課長

１２ 区民部    高齢者医療年金課長

１３ 〃 文化商工部  生活産業課長

１４ 〃 保健福祉部  自立促進担当課長

１５ 〃 保健福祉部  高齢者福祉課長

１６ 〃 保健福祉部  障害福祉課長

１７ 〃 保健福祉部  生活福祉課長

１８ 〃 保健福祉部  西部生活福祉課長

１９ 〃 保健福祉部  介護保険課長

２０ 〃 池袋保健所  健康推進課長

２１ 池袋保健所  長崎健康相談所長

２２ 〃 子ども家庭部 子ども課長

（平成 30 年 4 月以降子ども若者課長）

２３ 〃 子ども家庭部 子育て支援課長

２４ 〃 教育委員会事務局 指導課長

２５ 〃 教育委員会事務局 教育センター長



豊島区自殺対策計画推進会議委員名簿 

令和３年度 

所属・役職 委員長 氏名 

保健福祉部  部長 ◎ 田中 真理子 

保健福祉部  池袋保健所長兼健康担当部長 ○ 植原 昭治 

区民部    区民部長  副島 由理 

政策経営部  セーフコミュニティ推進室長  橳島 匠 

政策経営部  区民相談課長  井上 一 

総務部    人材育成担当課長  小椋 瑞穂 

総務部    治安対策担当課長  黒澤 昌史 

総務部    男女平等推進センター所長  佐々木 美津子 

区民部    地域区民ひろば課長  活田 啓文 

区民部    税務課収納推進担当課長  山口 善之 

区民部    国民健康保険課長  倉本 彰 

区民部    高齢者医療年金課長（区民部長事務取扱）  副島 由理 

文化商工部  生活産業課長  髙橋 隆史 

保健福祉部  自立促進担当課長  今村 宏美 

保健福祉部  高齢者福祉課長  猪飼 敏夫 

保健福祉部  障害福祉課長  栗原 せい子 

保健福祉部  生活福祉課長  尾崎 勝也 

保健福祉部  西部生活福祉課長  石橋 秀男 

保健福祉部  介護保険課長  井上 浩徳 

池袋保健所  健康推進課長  村上 邦仁子 

池袋保健所  長崎健康相談所長  大須賀 裕子 

子ども家庭部 子ども若者課長  小澤 さおり 

子ども家庭部 子育て支援課長  山本 りか 

教育委員会事務局 指導課長  佐藤 明子  

教育委員会事務局 教育センター長  野崎 徳道 



自殺対策計画進捗確認シート_20210331版 

計画における項目 実施内容
計画書
ページ

担当部署 担当課 再掲 令和元年度実施状況 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 令和２年度以降の実施計画 令和２年度実施状況 令和2年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 今後（令和3年度以降）の実施計画

基本施策１　地域におけるネットワークの強化

1‐1．セーフコミュニティ推進協議会
セーフコミュニティ推進協議会は、10の委員会とサーベイランス委員会におい
て、生活の安全と健康の質を高めていくまちづくり活動を推進します。

P.24 政策経営部
セーフコミュニティ
推進室長

年２回開催（７月、１月）

・各対策委員会の活動について、推進協議会委員に報告
するとともに、推進協議会で提案された課題を各対策委
員会に周知できた。
・サーベランス委員会に各対策委員会担当も出席し、課
題を　共有し、解決方法について協議できた。

100% 実施を継続

・セーフコミュニティ推進協会：年２回開催（７月、１月）※
１月は書面開催
・サーベイランス委員会：年２回開催（１月、２月）※リモー
ト開催

・各対策委員会の活動報告をもとに、推進協議会委員と
意見交換を行った。
・サーベイランス委員会では、各対策委員会の課題と対
策と成果指標がしっかりかみ合っているかの検証を行
い、課題を把握した。

100%
これまでの取組みを継続するとともに、
課題の改善を図り、対策の充実を図る。

1‐2．自殺・うつ病の予防対策委員会
自殺・うつ病の予防対策委員会は、地域活動団体と行政が協働し、自殺予防を含
む豊島区の対策を検討し、主体的な活動をしていきます。

P.24 保健福祉部 健康推進課 年２回開催（９月、２月） 新しく委員を再編成し、会議を実施することができた。 100% 実施を継続 年2回開催（7月、12月）
委員のメーリングリストを作成し、委員間で情報共有を
できるようにした。

100% 実施を継続

1‐3．DVの防止対策委員会
DVの防止対策委員会は、ＤＶの被害を減らすために、ＤＶの理解度を高め、予防
対策を検討しています。

P.24 総務部 男女平等推進センター 年２回開催（７月、12月）
対策委員の意見を取り入れた新たなDV相談カードを作成
した。また、各機関のＤＶ対応状況を共有するととも
に、加害者の特徴や対応に係る研修を実施した。

100% 実施を継続

対策委員の意見を取り入れたＤＶ防止ポスターを町会、区民ひ
ろば掲示板に掲示した。また児童虐待防止機関と連携して、ダ
ブルリボンの作成配布を実施し、児童虐待とＤＶの関連と対応
の仕方について、委員にとどまらず、広く関係機関の担当者に
研修を行った。

ＤＶポスターを見た区民からの相談があった。また、研
修の反響もよく、幅広い窓口でＤＶと児童虐待に関する
知識と深め、対応方法を学ぶ機会を提供できた。

100% 実施を継続

1‐4．児童虐待の防止対策委員会
児童虐待の防止対策委員会は、虐待が自己肯定感を下げ、生きることを阻害する
要因になるため子どもの虐待予防ついて検討していきます。

P.24 子ども家庭部 子育て支援課 年２回開催（６月、1月）

子ども本人からの相談を促す取り組みとして、小学4年生から
中学3年生までの児童生徒にSOSカードを配布した。要保護児
童等の統計項目に子ども本人からSOS発信があった件数を追加
した。

100% 実施を継続 年２回開催（7月、12月）

虐待防止について、地域と密接したキャンペーンや講演
会を行い、またSNSの活用により、虐待防止に関する広
報活動の幅が広がった。（SOSカード配付はコロナ渦で
延期）

100% 実施を継続

1‐5．高齢者の安全対策委員会
高齢者の安全対策委員会は、高齢者の虐待や認知症、転倒を予防するとともに、
ひとり暮らし高齢者の地域で暮らし続ける対策を検討していきます。

P.24 保健福祉部 高齢者福祉課 年２回開催（７月、11月）
これまでの転倒と虐待の指標に加え、溺れ、窒息を指標
に加えた。また、委員会で溺れのチラシを作成し、関係
機関に13,000部配布した。

100% 実施を継続 年２回開催（７月、11月）

コロナウイルス流行による高齢者のフレイル進行防止と
転倒防止の観点から、委員会で生活不活発のチェック
シート「本日の8ミッション」を作成し、関係機関に
15,000部配布した。

100% 実施を継続

1‐6．学校の安全対策委員会
学校の安全対策委員会は、安全な学校づくりとして、体や心のけが及びその原因
となる事故、いじめ、暴力を予防することで、安全で健やかな学校づくりを推進
します。

P.25
教育委員会事
務局教育部

指導課 年２回開催（７月、11月）
各学校の安全対策委員会において、インターナショナル
セーフスクールの取り組みを参考に安全・安心な学校づ
くりに関する検証を行った。

100% 実施を継続
各学校の安全対策委員会において、インターナショナルセーフ
スクールの取り組みを参考に安全・安心な学校づくりに関する
検証を行った。

インターナショナルセーフスクールの「心の安全」を重
視した取組が各校で行われ、自殺予防につながった。

100% 継続実施

1‐7．豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業
豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業は、要保護児童対策地域協議会を設置
し、児童虐待に関する相談・通告を受け関係機関と連携しながら見守りと支援を
行います。

P.25 子ども家庭部 子育て支援課
ネットワーク会議（年12回開催）
実務者会議年4回開催（5月、7月、10月、1月）
代表者会議年1回開催（5月）

要保護児童対策地域協議会の構成機関に都立大塚病院が新たに
加入。私立小中学校等にも来年度の加入を働きかけた。区民ひ
ろば等に出張講座を行い虐待防止の普及啓発を図った。

100% 実施を継続

ネットワーク会議（年12回開催　書面開催がほとんどとなっ
た。）
実務者会議年３回開催（7月、10月、1月　初回5月は中止）
代表者会議年1回開催（８月）

要保護児童対策地域協議会に新たに区内都立高校や私立
高校、インターナショナルスクールが新規加入。継続し
て、加入の働きかけを行う。区内関連施設の出張講座を
行、虐待防止の啓発活動を行った。

100% 実施を継続（例年の会議数を行う）

1‐8．としま子ども食堂ネットワーク会議
としま子ども食堂ネットワーク会議は、子ども食堂をネットワーク化し、情報共
有や講演会、研修会を実施し安全で安定した運営ができるよう支援します。

P.25 子ども家庭部 子ども若者課
ネットワーク会議
年4回開催（4月、7月、10月、1月）研修会開催
子ども食堂の立上げ講座実施

ネットワーク会議にて、子ども食堂や支援事業者、豊島
区間の情報共有や課題検討を行い、連携が図られた。
「応急処置」についての研修を実施し、子ども食堂の安
全で安心な運営への支援を実施した。子ども食堂の立上
げ講座を実施し、子ども食堂の増加を図った。

100% 実施を継続
ネットワーク会議
年2回開催（7月、10月）研修会書面開催（7月会議時に資料配
付）

新型コロナウイルス感染症の影響でネットワーク会議の
開催が2回になった。研修についても書面開催とし、資
料の配付となった。

100% 実施を継続

1‐9．町会活動活性化支援事業
町会活動活性化支援事業は、町会・自治会が行う町会加入促進事業や広報活動を
支援しコミュニティの中心的な存在で住みよいまちづくりを推進する町会活動を
支援します。

P.25 区民部 区民活動推進課
・町会掲示板設置等助成件数…67件
・町会専用印刷機の活用
・町会セミナー、活動事例発表会の開催

町会掲示板設置等の助成、町会専用印刷機による町会印
刷物作成支援、町会活動支援のためのセミナー等の開催
を通して、地域コミュニティの中心的な存在である町会
の支援を行った。

100% 実施を継続
・町会掲示板設置等助成件数… 60件
・町会専用印刷機の活用
・町会の課題解決に向けた検討会の開催

町会掲示板設置等の助成、町会専用印刷機による印刷物
作成支援、町会の課題解決に向けた検討会の開催等を通
して、地域コミュニティの中心的な存在である町会の支
援を行った。なお、町会セミナーについては、緊急事態
宣言の発令に伴い、来年度に延期となった。

80% 実施を継続

1‐10．地域活動交流センター
地域活動交流センターは、地域活動団体の活動支援や連携の拠点施設として、地
域活動の活性化や地域のネットワークの充実を推進します。

P.25 区民部 区民活動推進課

下記を除き開設
・年末年始（12月29日～1月3日）
・日曜日
・祝日
・毎月最終月曜日

地域活動交流センターの運営については、登録団体で組
織する協議会で検討している。同協議会は、団体相互が
交流・課題を共有する場にもなっている。

100% 実施を継続

下記を除き開館
・年末年始（12月28日～1月3日）
・日曜日
・祝日
・毎月最終月曜日
・新型コロナ感染症感染拡大による緊急事態宣言期間中
（令和２年3月2日～令和2年6月7日）

地域活動交流センターの運営については、登録団体で組
織する協議会で検討している。同協議会は、団体相互が
交流・課題を共有する場にもなっている。緊急事態宣言
期間を除き、計画通りにセンターの開館はされた。ま
た、同協議会は、密を避けるため会議室は使用せずオン
ラインで開催された。

80%

下記を除き開設
・年末年始（12月28日～1月3日）
・日曜日
・祝日
・毎月最終月曜日

1‐11．在宅医療連携推進会議
在宅医療推進会議は、医療及び介護スタッフの連携強化を図り、在宅医療関係者
の連携強化につながる事業及び区民への普及啓発事業を実施していきます。

P.25 保健福祉部 地域保健課 年3回開催（5月、11月、１月）

・在宅医療連携体制の構築・推進に向けた各部会の取り
組みや課題を共有できた。
・ICTを用いた多職種ネットワークの構築が進んでい
る。

100% 実施を継続 年1回開催（9月）

・在宅医療連携体制の構築・推進に向けた各部会の取り
組みや課題を共有できた。
・新たに「感染症部会」が設置されたことで、多職種と
行政の連携を進めていく。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点及び緊急事態
宣言期間中のため、6月及び1月に予定していた会議は中
止としたため開催回数は減少したが、会議資料を送付し
情報共有を図ることができた。

80% 実施を継続

1‐12．障害者地域支援協議会
障害者地域支援協議会は、関係機関連携のネットワークを強化し、適切な相談先
に繋げるとともに、充実した地域生活の実現のために課題を抽出し解決に向けた
具体的検討を行います。

P.25 保健福祉部 障害福祉課 年2回開催（7月、2月）
地域課題等について部会を中心に検討を進めたほか、相
談支援や共同受注に関する研修会を実施した

100% 実施を継続
年1回開催（7月）
当初年2回開催を予定、緊急事態宣言の発令を受け1回と休会と
した。

地域課題等について部会を中心に検討を進めたほか、相
談支援や共同受注に関する研修会を実施した。また、精
神障害も含めた課題を検討するため、精神障害者包括支
援部会を新設した。

100% 年2回予定（6月、2月）

1‐13．暮らしのきずなを考える会
暮らしのきずなを考える会は、障害福祉サービスのユーザーなどの地域住民、社
会福祉協議会等の関係者が共に暮らすをキーワードに話し合いを行います。

P.25 保健福祉部 健康推進課
年９回開催（５月、６月、７月、９月、１０月、１１月、１２
月、１月、２月）

地域の相談事業所等との結びつけを強め、ネットワーク
づくりができている。

100% 実施を継続
新型コロナ感染症流行のため開催できなかった会があり、年5
回開催

地域の相談事業所等との結びつけを強め、ネットワーク
づくりができている。

100% 実施を継続

基本施策２　自殺対策を支える人材の育成

2‐1．「教育都市としま」を担う人材養成事業
「教育都市としま」を担う人材養成事業は教職員向け研修等において子どもの自
殺リスクに直面した際の対応と支援について理解をを深め生活指導主任研修等を
開催します。

P.28
教育委員会事
務局教育部

指導課 年1回実施　受講者44名
生活指導主任研修において、自殺をはじめとして児童・
生徒の生活指導上の対策等ついて周知を図った。

100%
年１回生活指導主任研修会
として実施を継続

生活指導主任研修において、自殺をはじめとして児童・生徒の
生活指導上の対策等ついて周知を図った。

「心のケア」アンケートを学期ごとに行い、全員面談を
実施し、自殺予防につながった。

100% 継続実施

2‐2．区職員に対するゲートキーパー研修
区職員に対するゲートキーパー研修は新任研修でゲートキーパーに関する講義を
行い、自身や周囲の変化に早期に気づくために一般の職員を対象にした研修も実
施します。

P.28
総務部
保健福祉部

人事課
健康推進課

年１回実施　受講者82名
職層研修「新任（前期）」にゲートキーパーの内容を取
り入れて効果的だった。

100% 実施を継続 年１回実施　受講者96名
職層研修「新任（前期）」にゲートキーパー研修を取り
入れて効果的だった。

100% 実施を継続

2‐3．区民等に対するゲートキーパー研修
区民等に対するゲートキーパー養成講座は、困難をかかえている人に早期に気づ
き、適切な相談機関につなげる人を増やし、グリーフサポートの啓発を行いま
す。

P.28 保健福祉部 健康推進課 大学生及び大学院生を対象に年３回実施
学生が主体となり、ロールプレイを通して、自らの生活
課題として捉え、４年生の卒業研究としてまとめた。

100% 実施を継続
新型コロナ感染症流行により、学生を対象とした取り組みは実
施できなかったが、年2回講座を実施し、区民7名、民生・児童
委員35名が受講。

債務整理等、司法書士の立場からみた自殺予防対策につ
いて知ることができ、好評だった。

80% 実施を継続

2‐4．「自殺予防対応マニュアル」の更新
「自殺予防対応マニュアル」の更新は、最新情報に更新するとともに、自殺への
偏見等から孤立に追い込まれがちな遺族等が必要とする情報の周知を図ります。

P.28 保健福祉部 健康推進課 令和3年度に更新予定　194部配付 ゲートキーパー養成講座等の受講者を中心に配付した。 100% 配付を継続
ゲートキーパー養成講座受講者や関係部署に配布した。マニュ
アルを令和3年3月に改訂した。

ゲートキーパー養成講座受講者などに78部配布した 100% 実施を継続

基本施策３　住民への啓発

3‐1．精神保健福祉講演会の開催
精神保健福祉講演会の開催は、睡眠やストレス、うつ病等のメンタルヘルスに関
する講座を開催し、生きる支援として理解を深めていきます。

P.31 保健福祉部 健康推進課 年1回実施　受講者37名
関係職員で毎年テーマを決めて効果的に実施した。参加
者アンケートで、86％が「とてもよかった」「よかっ
た」78％が「理解が深まった」と回答

100% 実施を継続
新型コロナ感染症流行のため対面での講座は中止し、としまテ
レビやYouTubeでの啓発や広報誌で心の健康特集記事を掲載し
た。

より多くの方が視聴や閲覧可能な媒体を利用し、啓発を
行うことができた。

100% 実施を継続

3‐2．こころまつりの開催
こころまつりの開催は、地域住民との交流を促し、イベントを通じてメンタルヘ
ルスに関する啓発物の配布や相談窓口一覧の配布を行います。

P.31 保健福祉部
長崎健康相談所
健康推進課

年１回実施　参加者852名
区立保育園、小学校、中学校のプログラムを取り入れた
ことで親子の参加が多かった。地域交流の場になってい
る。

100% 実施を継続 新型コロナ感染症流行のため中止とした。
例年案内文を送付していた関係機関向けに、中止のお知
らせと合わせて各施設の紹介資料を添付し普及啓発に努
めた。

50% 実施を継続。

3‐3．多様な性自認・性的指向の人々への理解の促進
多様な性自認・性的指向の人々への理解の促進は、差別や偏見の解消を目指し
て、あらゆる世代の区民や職員、教員及び企業に対して啓発活動を行います。

P.31 総務部 男女平等推進センター
差別や偏見の解消を目指して、あらゆる年代の区民や職員、教
職員及び企業や団体等に対して啓発活動を行った。

職員向けe-ラーニングの実施、及び性の多様性に関する
啓発リーフレットを作成し、広く啓発活動ができた。

100% 実施を継続

職員向けe-ラーニング、区内事業所に対して出前講座を実施し
た。また、啓発活動として多様な性自認・性的指向に関するパ
ネル掲示や「わたしもAllyに」を標語にしたグッズを制作し
た。

4月末に実施予定だったレインボープライドがコロナ禍
で中止となり、パネル展示やグッズ配布ができなかった
が、関連シネマの上映を実施し、好評だった。

80% 実施を継続

3‐4．健康情報コーナーでの情報発信
健康情報コーナーでの情報発信は、中央図書館の通年特集展示で健康に関する図
書資料やブックリストを提供します。

P.31 文化商工部
図書館課
（中央図書館）

中央図書館の「健康情報コーナー」において図書資料を展示
し、関連リーフレット、ブックリストを提供した。

図書資料の貸出実績を主管課に報告するとともに、展示
リーフレットの数が足りなくなると担当課に連絡して補
充した。

100% 実施を継続
健康情報コーナーでの情報発信は、中央図書館の通年特集展示
で健康に関する図書資料やブックリストを提供します。

新型コロナウィルス対策の書架への立入り制限（6月16日まで）により、年
度当初の館内周知実施無し。以降は、主管課と連携し、ブックリストやリー
フレット等の配付をした。

80% 実施を継続

3‐5．東京都自殺対策強化月間に合わせた特集展示
東京都自殺対策強化月間に合わせた9月と3月に広報、ホームページでの啓発、中
央図書館特集展示で啓発活動、また鉄道会社等と連携してメッセージカードを配
布します。

P.31 保健福祉部 健康推進課
年２回特集展示を実施し、関連図書の貸し出しやリーフレット
の配布をした。ゲートキーパー養成講座等でブックリストを
配った。

９月は若年層を意識したテーマで図書を選び、３月は勤
労者をテーマに図書を選んで、啓発活動を実施しする。

80% 実施を継続
年２回特集展示を実施し、関連図書の貸し出しやリーフレット
の配布をした。東武東上線各駅で相談窓口リーフレットや花の
メッセージカードを1,000枚配布した。

９月は若年層を意識したテーマで図書を選び、３月は勤
労者をテーマに図書を選んで、啓発活動を実施する。

100% 実施を継続

基本施策４　相談や支援体制の強化

4‐1．コミュニティソーシャルワーク事業
コミュニティソーシャルワーク事業は、個別支援と生活環境の整備や住民の組織
化等の地域支援をチームアプローチによって総合的に展開します。

P.32 保健福祉部 福祉総務課
コミュニティソーシャルワーカーを中心に生活の中の不安なこ
と、地域の中で心配なことを地域や関係機関と協力して解決に
向けて活動した。

電話、訪問、来所等による個別相談支援を実施した
（4,243件・令和元年度上半期分）。※令和元年度計画
値8,300件

100% 実施を継続
・個別相談支援（延べ件数）…10,451件
・暮らしの何でも相談会（延べ件数）
　…回数：233回／相談者数：133名

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、区民ひ
ろばへの来所数が減少したものの、電話での相談が多く
寄せられ、結果、個別相談支援件数は前年度比122％と
なっている（令和2年度計画値：9,490件）。また、暮ら
しの何でも相談会は、4～5月の開催が中止となったた
め、前年度比87％と減少している（令和2年度計画値：
305回）が、相談者数は前年度比155％と増加してい
る。

100% 実施を継続

4‐2．地域区民ひろばの推進
地域区民ひろばの推進は、広がりのある地域コミュニティの活性化を目指し、地
域の多様な活動や世代を超えた交流の中で質問や相談を受け、関係機関につなげ
ています。

P.32 区民部 地域区民ひろば課
地域の多様な活動の支援や世代を超えた交流を実施し、地域住
民の相談を受けて関係機関につなげた。

子育て世代から高齢者まで地域住民の生活に関する質問
をうけ、コミュニティソーシャルワーカーや関係部署を
案内した。

100% 実施を継続
地域の多様な活動の支援や世代を超えた交流を実施し、地域住
民の相談を受け、コミュニティソーシャルワーカーや関係部署
を案内した。

コロナ禍で閉館していた時期もあり、開館後も人数制限
や事業縮小もあったが、引き続き実施していきたい。

100%
地域住民が安心して区民ひろばを利用で
きるように感染対策を徹底し、相談しや
すい環境を作り関係部署へつなげる。

4‐3．ゆりかご・としま事業
ゆりかご・としま事業は、妊娠中から関わることで、産後の自殺リスクを早期に
発見し、必要な助言や医療へとつなげて産後うつ（自殺）の予防を行います。

P.33 保健福祉部 健康推進課
保健師及び助産師が妊娠中から関わることで、産後の自殺のリ
スクを早期に発見し、母親の孤立を防ぐ自殺予防を実施した。

ゆりかご面接でハイリスク者にはゆりかご支援計画を作
成し出産後も継続して支援した。

100% 実施を継続
保健師及び助産師が妊娠中から関わることで、産後の自殺のリ
スクを早期に発見し、母親の孤立を防ぐ自殺予防を実施した。

ゆりかご面接でハイリスク者にはゆりかご支援計画を作
成し出産後も継続して支援した。

100% 実施を継続

4‐4．区民相談事業
区民相談事業は、適切な情提供、担当課への連絡、案内等と弁護士による法律相
談等の専門相談を実施し、問題の解決に向けての援助を行っています。

P.33 政策経営部 区民相談課
日常生活全般の相談及び法律相談等の区民専門相談を実施し、
適切な情報提供を行うことで問題解決に向けての援助を実施し
た。

各専門士業から関連案件の連絡はなかった。引き続き、
連携を図っていく。

100% 実施を継続
日常生活全般の相談及び法律相談等の区民専門相談を実施し、
適切な情報提供を行うことで問題解決に向けての援助を実施し
た。

各専門士業から関連案件の連絡はなかった。引き続き、
連携を図っていく。

100% 実施を継続

4‐5．消費生活相談事業
消費生活相談事業は、契約上のトラブルや多重債務で追い込まれてひとりで悩む
相談相手に手を差し伸べ、専門相談員・弁護士とともに解決を目指します。

P.33 文化商工部 生活産業課
ひとりで解決するのには難しい契約上のトラブルや多重債務問
題解決のため、専門相談員及び弁護士とともに相談支援を実施
した。

偶数月の最終木曜日2時から4時まで、多重債務の相談を
弁護士が無料で行い、解決及び金銭面の支援を行った。

100% 実施を継続
ひとりで解決するのには難しい契約上のトラブルや多重債務問
題解決のため、専門相談員及び弁護士とともに相談支援を実施
した。

偶数月の最終木曜日2時から4時まで、多重債務の相談を
弁護士が無料で行い、解決及び金銭面の支援を行った。
なお、４月は、新型コロナウイルス感染症対策のため中
止した。
また、区HP内消費生活センター頁の「多重債務相談」に
自殺対策等こころの相談窓口をリンクし内容を充実させ
た。

100%

偶数月の最終木曜日2時から4時まで、多
重債務の相談を弁護士が無料で行い、解
決及び金銭面の支援を行う。
また、広報等を活用し多重債務相談窓口
の周知を進める。

4‐6．障害者等相談支援事業
障害者等相談支援事業は、障害者に対して必要な情報の提供及び助言等必要な支
援を行い、虐待の防止及び早期発見のための連絡調整、権利擁護に必要な援助を
行います。

P.33 保健福祉部 障害福祉課
福祉に関する相談に応じて、必要な情報提供や助言等の支援を
実施するとともに虐待の防止と早期発見をし関係機関と連絡調
整しました。

障害者等の相談支援、情報提供、虐待相談等を実施し
た。（サービス等利用計画作成42件、モニタリング111
件、虐待相談受理26件）

100% 実施を継続
障害者等の相談支援、情報提供、虐待相談等を実施した。
（サービス等利用計画作成33件、モニタリング46件、虐待相
談受理15件）

コロナ禍で面談や訪問等、困難なケースもあり、モニタ
リングができないこともあったが、他機関との情報共有
を密にしていくことで支援の継続を実施した。

80% 実施を継続

4‐7．子ども家庭女性相談事業
子ども家庭女性相談事業は、様々な困難を抱える女性やひとり親の父、母または
要保護児童に対し、相談指導・援助を行い、安全かつ安定した生活が送れるよう
支援します。

P.33 子ども家庭部 子育て支援課
様々な困難を抱えた女性やひとり親の父、母、または要保護児
童に相談指導及び援助を実施した。

女性、ひとり親等の困難を抱える人々に寄り添い安定し
た生活が送れるようになるまで支援を行った。

100% 実施を継続
様々な困難を抱えた女性やひとり親の父、母、または要保護児
童に相談指導及び援助を実施した。

女性、ひとり親等の困難を抱える人々に寄り添い安定し
た生活が送れるようになるまで支援を行った。

100% 実施を継続

4‐8．女性にかかわる相談事業
女性にかかわる相談事業は、様々な悩み、問題について匿名で気楽に相談できる
一般相談と法律関係やこころの相談については、弁護士や臨床心理士による無料
相談を実施しています。

P.33 総務部 男女平等推進センター
一般相談では気軽に電話相談できる仕組みを実施し、法律関係
では弁護士、こころの相談については臨床心理士が相談支援し
た。

一般相談は件数、対応時間ともに増加しており、必要な
区民には専門相談につなげて、適切に支援をしている
が、より周知が必要。

80% 実施を継続

定額給付金に係る住民基本台帳事務における支援措置の実施に
より、家族間の虐待が表層化した。一般相談は年間200件以上
増加しており、専門相談や他関連機関と連携を強化して支援に
取り組んだ。

相談員の体制とスキルは課題だが、少しずつ向上してい
る。CSWや子どもの権利グループとの情報交換会を行
い、よりスムースな連携につながっている。

80% 実施を継続
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4‐9．ＤＶ防止対策事業
ＤＶ防止対策事業は、専門カウンセラーに委託し、専門性が高い対応をしていま
す。また、様々な啓発や相談窓口の周知を実施しています。

P.34 総務部 男女平等推進センター
DV防止のための相談窓口の周知等の啓発活動を実施するととも
に、専門カウンセラーの専門性の高い相談を実施した。

新たなDV相談カードやステッカーを作成し、設置場所の
拡大を図った。支援の必要な被害者を専門相談につなげ
ているが、より周知が必要。

80% 実施を継続
ＤＶ専門相談を積極的に活用し、前年比約2倍の相談実績と
なった。また、加害者対応策の一環として、男性向けに怒りの
コントロールを学ぶ講座を実施した。

コロナ禍で表面化したＤＶに対して、専門家からの的確
なアドバイスは有効である。また、加害者を生まない施
策は難しいが重要であり、間接的なＤＶ防止の講座とし
て実施する価値がある。

100% 実施を継続

4‐10．ＤＶ被害者支援事業
ＤＶ被害者支援事業は、被害者が支援につながりやすくするために、ＤＶの専用
電話を設置し、状況や段階に応じた自立支援を行います。

P.34 未公開 配偶者暴力相談支援センター
DVの専用電話を設置することで、DV被害者が支援につながり
やすくし、また被害者の状況に応じた自立支援を実施した。

ＤＶ相談は増加、複雑化しており、相談者に対しては関
係機関と連携し、必要な支援につなげている。

80% 実施を継続
DVの専用電話により、DV被害者からの相談を受けるととも
に、被害者の状況に応じ関係機関との連携による自立支援を実
施した。

相談件数が前年度比1.3倍に増加していることは、相談
窓口の周知効果の現れともいえる。だが、精神的暴力へ
の認知が低いことから潜在化しているDVがあると推察す
る。

80%
実施を継続
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担当部署 担当課 再掲 令和元年度実施状況 令和元年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 令和２年度以降の実施計画 令和２年度実施状況 令和2年度　実施状況に関する担当課の評価 達成度（％） 今後（令和3年度以降）の実施計画

重点施策　１子ども・若者への対策

1-1子どもの参画推進事業
子ども自身が権利の主体であることを子どもと大人が知り、よりよく理解するた
め、
「子どもの権利に関する条例」を周知します。

P.38 子ども家庭部 子ども若者課

区長とティータイムの実施 子ども30名 学生スタッフ9名参加
事前講座として学生を対象に「子どもの権利条例」について説
明と意見交換の実施
　（立教大学共催事業　豊島こども大学の１講座）
としまこども寺子屋　子ども6名、学生スタッフ2名参加
　（大正大学共催事業）

共催事業の中で、「子どもの権利に関する条例」及び事
業を通した「子どもの権利」について話すことで、参加
した子どもやその保護者、学生スタッフに「子どもの権
利」を意識する機会を提供することができた。

100% 実施を継続

区長とティータイム、としま子ども寺子屋は新型コロナウィル
ス感染症の関係で中止となったが、「子どもの権利に関する条
例」に基づき子どもが区政などについて話し合い、意見を表明
する「としま子ども会議」を新たに実施した。参加者　子ども
4名

参加した子どもやその保護者に「子どもの権利」を意識
する機会と、参加した子どもに自らの意見を表明する機
会を提供することができた。

100% 実施を継続

1-2中高生センター運営事業（青少年自殺対策事業）
若者の自殺対策事業として、気軽に悩みを打ち明けられる環境の整備、マガジン
ピクチャー・サンドピクチャーなどを実施し、若者が自分の心の問題に向き合い
ます。

P.38 子ども家庭部 子ども若者課

ジャンプ東池袋は、池袋保健所の協力を得て、夏休みに帝京平
成大学院臨床心理学科の大学院生による若者相談会を計6回、
10月に生きづらさを抱える中高生の自己肯定感を高める取り組
みとして、観客が主人公になる即興劇の公演を実施した。更に
2月に自ら演ずることにより、自己肯定感を高めるシアター
ワークショップを行う。
ジャンプ長崎は昨年と同様18回開催予定（現在13回実施）マガ
ジンピクチャー、サンドピクチャーを行い、のべ48名が参加し
た。

若者が孤立しやすい夏休みに、若者相談会で「気になる
子」を早期に一人でも多く発見することができる。また
演劇を通した遊びの中で自己肯定感を高め、「生きてい
ることは楽しいこと」を伝えることができる。
更にマガジンピクチャーやサンドピクチャーは、自殺念
慮や自傷、精神的に不安定な利用者の多い中、自分を見
つめる時間、自分の気持ちを語る時間を保証できている
ことは意味があると思われる。また各回振り返りを行う
事で、これまで気付かなかった内面の問題点を発見する
きっかけとなった。

100%
事業を継続する事で、自分の気持ちに向かい合う機会を
提供していく。

ジャンプ東池袋は、池袋保健所の協力を得て、冬休みに帝京平
成大学院臨床心理学科の大学院生による若者相談会を2回、の
べ32名が参加した。生きづらさを抱える中高生の自己肯定感を
高める取り組みとして、観客が主人公になる即興劇の公演を実
施予定だったが、新型コロナ感染症の影響により延期となり、
令和２年度は実施に至らなかった。
ジャンプ長崎はマガジンピクチャー、サンドピクチャーを20回
開催し、のべ110名が参加した。

新型コロナ感染症の影響で、会食という寛いだ時間の中
での会話ができなかっため、軽食の提供時や食後の関わ
りとなり、関係作りが難しい状況だった。
マガジンピクチャーやサンドピクチャーは、自殺念慮や
自傷、精神的に不安定な利用者の多い中、自分を見つめ
る時間、自分の気持ちを語る時間を保証できていること
は意味があると思われる。今年度はグループでの取り組
みにも力を入れたことで、さまざまな利用者にコラー
ジュや箱庭に接してもらった。

80% 実施を継続

1-3青少年育成委員会支援事業
青少年の健全育成のために活動する各地区青少年育成委員会に補助金を交付し
て、その活動を援助するとともに、青少年育成委員の資質の向上に必要な研修を
します。

P.38 子ども家庭部 子ども若者課
12地区の青少年育成委員会に補助金交付
委員研修会開催　1回（2月）

地区の青少年人口を考慮した額の補助金を交付し、青少
年育成活動を支援した。青少年育成委員会活動をするう
えで有用な内容で研修会を開催した。

100% 実施を継続
12地区の青少年育成委員会に補助金交付
委員研修会開催　中止（1回は資料送付）

地区の青少年人口を考慮した額の補助金を交付した。2
回開催予定だった委員研修会は新型コロナウイルスの関
係で中止となったが、1回は資料を送付し青少年育成委
員としての資質の向上を図った。

100% 実施を継続

1-4子ども若者総合相談事業
子ども若者総合相談「アシスとしま」は、様々な悩みに対して、電話、メール、
訪問等の方法で相談を受けて、内容によって専門機関と連携し支援プログラムを
実施します。

P.38 子ども家庭部 子ども若者課 相談件数、支援回数は集計中
総合相談窓口として相談を受け付け、他機関や地域と連
携しながら支援につなげている。

100% 実施を継続 新規相談件数　144件　　支援回数　669回

4月の緊急事態宣言中は対面での相談を控えていたが、
支援者には電話等で連絡し状況確認するなどの対応を
行った。若年層の相談が多く進学・就職などの移行期に
相談に繋がるケースが多い。

100% 実施を継続

1-5子どもの権利擁護事業 「子どもの権利に関する条例」の理念に則り、子どもを虐待やいじめから守るた
めに、区民対象の講演会の開催や子ども相談の周知・徹底を図ります。

P.38 子ども家庭部 子育て支援課
虐待防止区民講演会を1回実施。機関向けの虐待防止ネットワーク研
修を2回実施。子ども向けのSOSカードを小学4年生～中学3年生に配
布。虐待防止街頭キャンペーンを実施。

児童虐待防止に向けて様々な普及啓発活動を行い、児童
虐待の予防、重篤化防止を図った。

100% 実施を継続
虐待防止キャンペーンの実施・SNSによる虐待防止動画の配
信・
区民講演会を実施。

虐待防止について、地域と密接したキャンペーンや講演
会を行い、またSNSの活用により、虐待防止に関する広
報活動の幅が広がった。（SOSカード配付はコロナ渦で
延期）

100% 実施を継続

1-6子ども家庭支援センター事業
すべての子どもとその家族が地域の中で健康で楽しく生活できるよう、相談等を
通して支援するとともに、センターを拠点として区民と区が協働して支援活動を
行ないます。

P.39 子ども家庭部 子育て支援課
親子遊び広場利用者数、年間40.250人。年間相談数は11.434
件。
地域組織化活動件数は、600件となっている。

妊娠期から、就学前のお子さんを持つ家庭を中心に事業
を実施。来館者の相談を受けることに加え、区民ひろば
に出向き相談を受け支援につなぐ、出張相談を行ってい
る。

100% 実施を継続

親子遊び広場は4月8日から5月31日の間、休館。6月より広場事
業を再開。相談事業は通年実施し相談数は1月末で9.271件。出
張相談は6月より実施。地域組織化活動は人数や時間の制限を
しながら実施。

妊娠期から、就学前のお子さんを持つ家庭を中心に事業
を実施。来館者の相談を受けることに加え、区民ひろば
に出向き相談を受け支援につなぐ、出張相談を行った。

100% 実施を継続

1-7子育て訪問相談事業
相談員が自宅を訪問し、子育てのアドバイスや各種子育てサービスの紹介を行い
ます。また、１歳の誕生日に合せて家庭訪問し、助言とともに絵本をプレゼント
します。

P.39 子ども家庭部 子育て支援課 1歳のバースディ訪問の訪問数、年間982件実施。

訪問ができなかった家庭には、ポスティングを行い、よ
り多くの家庭に訪問できるように取り組んだ。訪問相談
により,子育ての悩み軽減を図り虐待の早期発見につなげ
る。

100% 実施を継続
1歳のバースディ訪問は電話でも訪問でも実施。1月末で746件
実施。

訪問ができなかった家庭には、ポスティングを行い、よ
り多くの家庭に訪問できるように取り組んだ。訪問だけ
でなく、電話対応を増やすことによりにより,子育ての悩
み軽減を図り虐待の早期発見につなげた。

100% 実施を継続

1-8母子一体型ショートケア
母子生活支援施設を利用し、必要な育児指導や家事指導等を受けることができる
ようにするとともに、健康回復を促し、養育状況の把握や子どもの虐待防止につ
なげます。

P.39 子ども家庭部 子育て支援課
「母子一体型ショートケア」を実施。特定妊婦の出産までの安
全確保、また母子の育児指導や家事指導を行った。

特定妊婦の保護、健康回復、要支援家庭の生活指導が行
えた。

100% 実施を継続
「母子一体型ショートケア」を実施。特定妊婦の出産までの安
全確保、また母子の育児指導や家事指導を行った。

特定妊婦の保護、健康回復、要支援家庭の生活指導や育
児指導が行えた。

100% 実施を継続

1-9豊島区若者支援事業
高校生から30歳代を対象に、学び合いの場をつくり、地域社会で活動する基本を
身につけ、自分の将来に対して的確な判断ができる機会とし、希望を持つ若者を
増やします。

P.39 文化商工部 学習・スポーツ課
若者支援事業ブックカフェを週6日開館し、若者の学びあいの
場と機会を作っている。

これまで20歳代までを対象としていたが、30歳代まで幅
を広げ、対応している。

100% 実施を継続
新型コロナウイルス感染症対策のため、学びあいの場はオンラ
インで実施した。

コロナ禍のため、オンラインでの実施でつながりを止め
ないように工夫した。

50% オンラインも活用しながら実施を継続

1-10青少年指導者育成（ジュニアリーダー講習会）
地域、学校、年齢の枠を超えた集団活動を通して、様々な人との関わり方を学
び、リーダーシップを身に付けるための経験値アップによる人間力向上を目指し
ます。

P.39 文化商工部 学習・スポーツ課
リーダー力アップ大作戦を年12回実施（５月～1月）。うち2泊
3日の自然体験キャンプ。

リーダー力アップ大作戦を通じて、みらい館大明の利用
団体やコミュニティ大学マナビト生とも連携を図り、地
域でのつながりをつくれるような実施体制にしている。

100% 実施を継続 新型コロナウイルス感染症対策のため休止。 新型コロナウイルス感染症対策のため休止。
新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえでオンライ
ンも視野に入れて実施を検討。

1-11デートDV予防教室事業
区立中学生を対象にした「デートDV予防教室」を行ない、どんな行為が暴力にあ
たるのか、より良い関係づくりはどうすればできるのかを知り恋人間の暴力を予
防します。

P.39 総務部 男女平等推進センター
区立中学校8校、高校1校、大学1校で実施。また、デートＤＶ
予防啓発パンフレットを9校に配付した。

出前講座による、高校、大学におけるデートDV予防教室
が開催できた。さらに、区内高校全校にデートＤＶ予防
教室開催を呼びかけ、10校に予防啓発パンフレットの配
付を行った。

100% 実施を継続

区立中学校5校、都立高校1校、区内事業所1か所でデートＤＶ
予防教室を実施。また、今後デートＤＶ出前講座で使用する資
料をバージョンアップし、講師としての説明力向上を目指す研
修を実施した。

コロナ禍で中止となった中学校もあったが、オンライン
で実施した学校もある。また、デートＤＶ防止相談カー
ド配布の段階から、教室を開催するという一歩進んだ取
組みを行うことができた。

100% 実施を継続

1-12「豊かな人間性」育成事業
小・中学校における道徳の教科化を踏まえ、「児童・生徒のSOSの出し方に関する
教育の取組」における自殺予防も含めた教育を推進します。

P.39 教育委員会 指導課
教科化された道徳授業の充実をはじめ、児童・生徒が「SOS」
を適宜適切に発することができるよう、相談ダイヤル連絡先の
掲示等を行った。

小学校で使用する新たな道徳教科用図書の採択を行い、
自殺予防も含めた指導を実施した。

100% 実施を継続
SOS出し方教育やいじめの未然防止のための授業を年3回実施。
臨時休業明けに「校内心のケア委員会」を全校に設置、アン
ケートを基に、教職員が全児童・生徒への面談を実施した。

コロナ禍において、より一層きめ細やかな児童生徒の心の
ケアが求められている。

100% 実施を継続

1-13いじめ防止対策推進事業
「豊島区いじめ防止対策推進条例」に基づく防止対策を推進するとともに、小学
校３年生からの心理検査「ハイパーQU」を実施していきます。

P.40 教育委員会 指導課
いじめ防止対策推進委員会を3回開催し、各学校においては心
理検査「ハイパーＱＵ」を小学校３年生以上で年２回実施し
た。

心理検査を2回実施することによって学級・学校の変容
を把握して指導に役立てている。

100% 実施方法を見直しのうえ実施を継続
いじめ防止対策推進委員会を3回、いじめ調査委員会を1回開催
し、各学校においては心理検査i-checkを小学校３年生以上で年
２回実施した。

心理検査を2回実施することによって学級・学校の変容
を把握して指導に役立てている。

100% 実施を継続

1-14教育相談等充実事業
子どもの成長・発達にともない生じてくる様々な問題や悩み、いじめ等につい
て、本人・保護者・関係機関の相談に応じ、助言しています。

P.40 教育委員会 教育センター
幼児から高校生までの子どもとその保護者の様々な相談に臨床
心理士である教育相談員が対応してきた。（電話相談及び来所
相談）

毎月約400件の相談に対応、学校や福祉との連携も図っ
ている。

100% 実施を継続
幼児から高校生までの子どもとその保護者の様々な相談に臨床
心理士である教育相談員が対応した。（電話相談及び来所相
談）

毎月約300件の相談に対応。その他、学校や福祉、医療
などの関係機関との連携を図った。

100% 継続実施

1-15スクールソーシャルワーカー派遣事業
スクールソーシャルワーカーを派遣し、家庭や地域社会、学校の協働体制の整備
や、関係機関との連携し、子どもの置かれた環境の改善や直接的な支援を実施し
ます。

P.40 教育委員会 教育センター
スクールソーシャルワーカーが、家庭や地域社会、関係機関と
連携し、困難を抱えた子どものに対する直接的な支援を実施し
ました。

子どもと家族の支援を通し、状況の改善を図りました。 100% 実施を継続
スクールソーシャルワーカーが、家庭や地域社会、関係機関と
連携し、困難を抱えた子どものに対する直接的な支援を実施し
た。

状況の改善・解消のため、子どもと家族の支援を丁寧に
行った。また、関係機関等との連携も積極的に行った。

100% 継続実施

1-16としま鬼子母神プロジェクト
訪問、健診、モバイルサイト等を通じて、相談支援事業、講演会・普及啓発イベ
ント情報発信を展開し、自らのこころとからだの健康づくりをサポートします。

P.40 保健福祉部
健康推進課
長崎健康相談所

鬼子母神plusにて健康情報12テーマ発信。女性の専門相談１０
回実施。（長崎）健康教室　年1回実施　受講生14名

受講生アンケートで、93％が「大変満足」「満足」、
100％が健康について「意識できた」と回答

100% 実施を継続 （長崎）新型コロナ感染症流行のため中止とした。 終了（他事業と統合）

1-17「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト
区内大学生等と協働し、若者の視点を取り入れた自殺予防について検討するプロ
ジェクトを開催し、地域での若者への自殺予防対策になっていきます。

P.40 保健福祉部 健康推進課
区内の大学院生を対象に前期2回、後期6回プロジェクトを実施
できた。

ジャンプ東池袋及びジャンプ長崎等の施設見学やゲート
キーパー養成講座（公認心理師編）を実施した。

100% 実施を継続（大学院と年度当初に検討する）
ジャンプ東池袋にて行われた冬季若者食堂相談会にのべ5人の
大学院生が参加し、中学生、高校生の悩みに対応した。

コロナ禍において、中高生が悩みを打ち明け相談できる
貴重な機会となった。

100% 継続実施

1-18「AIDS知ろう館」における啓発事業
池袋保健所１階に「AIDS知ろう館」を開設し、同世代のスタッフによる若者への
正しい知識、予防行動についての情報提供、生きる力を養うための活動を実施し
ます。

P.40 保健福祉部 健康推進課
保健所移転後もAIDSに関する情報コーナーを設けるとともに、
東京都エイズ啓発拠点「ふぉー・てぃー」が活動を継続してい
る。

エイズや性感染症をはじめ、恋愛や家族、学校、将来な
ど若者が相談できる場として定着している。

100% 実施を継続
AIDSに関する情報コーナーを設け一般開放、また東京都エイズ
啓発拠点「ふぉー・てぃー」として活動している。

エイズや性感染症をはじめ、恋愛や家族、学校、将来な
ど若者が相談できる場として定着している。

100% 実施を継続

重点施策　２中年期から高齢期への対策

2-1がん対策推進事業
「がんケアパス」にがんに関連する情報を掲載することで、早期からの治療、生
活、就労等の支援につなげ、がん患者や家族の精神的・経済的不安の軽減を図り
ます。

P.43 保健福祉部 地域保健課
・がん対策特別研修　8月5日 15名、8月20日 27名
・広報としま「みんなのためのがんサポートガイド特別号」全
戸配布　９月

広報全戸配布を前に、介護・医療従事者向けの研修会を
開催してがん支援の理解を深めた。広報配布後はがん患
者支援事業の申請件数が増加している。

100% 事業を継続

「みんなのためのがんサポートガイド」を地域の医療機関と訪
問看護ステーションに周知した。また、「豊島区がん対策推進
計画（第3次）」の改訂に当たって、同ガイドや各種相談機関
のQRコードを掲載した。

がん患者に近い立場の職種に向けて、機会を捉えて周知
することができた。「豊島区がん対策推進計画（第3
次）」には、同ガイドや各種相談機関の掲載をするだけ
ではなく、QRコードを載せることで、計画を手にした方
が速やかにアクセスできるようにした。

100%
作成した「みんなのためのがんサポートガイド」の活用
方法を工夫していく。

2-2地域ケア会議（地区懇談会）
高齢者総合相談センターでは、地域に共通する課題を包括圏域ごとに検討する地
域ケア会議（地区懇談会）を開催し、関係機関と連携協働して地域課題の解決を
図ります。

P.43 保健福祉部 高齢者福祉課 地域ケア推進会議（地区懇談会）　25回開催（12月末）
７か所の高齢者総合相談センターにて、地域の関係者と
地域課題への取り組みを行った。

100% 実施を継続 地域ケア推進会議（地区懇談会）　18回実施
各高齢者総合相談センターにて、地域の関係者と地域課
題への取り組みを行った。一部の会議は中止および規模
縮小して実施した。

80% 事業を継続

2-3認知症サポーター養成事業
認知症に関する正しい知識をもった認知症サポーターを養成することにより、認
知症の人や家族が住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるように支援しま
す。

P.43 保健福祉部 高齢者福祉課 累積認知症サポーター数　13,149人（12月末）
住宅関係者や中学校等関係者にに、認知症サポーターの
普及啓発を実施した。

100% 実施を継続 認知症サポーター養成講座36回実施、1098人実施
コロナ禍において、対面での開催が難しい場合は、令和
2年7月よりオンラインでの開催を実施。720名受講。

80% 事業を継続

2-4見守り支え合いネットワーク事業
見守りが必要な高齢者や自ら見守りを希望する高齢者に対して、地域の見守り活
動協力員やシルバー人材センターの協力員が見守りや声掛けを実施します。

P.43 保健福祉部 高齢者福祉課
見守りとささえあいネットワーク　見守り対象30人、協力員21
人（2月末）見守り声掛け事業　訪問世帯2,556人、訪問員15人
（2月末）

見守りを希望する高齢者や見守りが必要な高齢者を定期
的な見守りにつなげることで孤立死を防ぎ地域で安心し
て暮らせるよう在宅生活を支援した。

100% 実施を継続
見守りとささえあいネットワーク　見守り対象12人、協力員12
人、見守り声掛け事業　訪問延世帯2,631人、訪問員16人

コロナ禍においても、見守りを希望する高齢者等へ定期
的に見守ることで孤立死・孤立化を防ぎ地域で安心して
暮らせるよう在宅生活を支援した。

100% 事業を継続

2-5高齢者アウトリーチ事業
高齢者総合相談センターに「見守り支援事業担当」を配置し、見守り活動をする
とともに、潜在的な需要や問題等を早期に発見し、必要なサービスにつなげま
す。

P.43 保健福祉部 高齢者福祉課 熱中症対策事業訪問人数　5,997人（12月末）
熱中症予防喚起を行いながら見守りが必要と判断される
高齢者を発見し定期的な見守りにつなげることができ
た。

100% 実施を継続 熱中症対策事業訪問人数　6,093人
コロナ禍においても、例年と同規模で、主に福祉サービ
スに繋がっていない方へ戸別に声掛けを行うことにより
孤独感の解消に効果があった。。

100% 事業を継続

2-6高齢者虐待防止事業 高齢者に対する介護放棄等の虐待を早期に発見し、また未然に防止することによ
り、在宅福祉の向上を図るとともに、介護者に対する支援を実施します。

P.43 保健福祉部 高齢者福祉課 虐待通報受理件数　47件（12月末）
認知症・虐待対応専門事業開催　20回（12月末）

高齢者総合相談センター、警察等関係機関と連携し対応した 100% 実施を継続 虐待通報受理件数　82件
認知症・虐待対応専門事業開催　26回

虐待通報に対しては高齢者総合相談センター・警察等関
係機関と連携して対応した。認知症・虐待対応専門事業
については、新型コロナウイルスの影響で一部事業を休
止した。

80% 事業を継続

2-7地域区民ひろばの推進
地域の多様な活動や世代を超えた交流を推進し、区民の自主的な活動を促進する
ことにより、地域コミュニティの活性化を図ります。

P.43 区民部 地域区民ひろば課 P.32
地域の多様な活動の支援や世代を超えた交流を実施し、地域住
民の相談を受けて関係機関につなげた。

子育て世代から高齢者まで地域住民の生活に関する質問
をうけ、コミュニティソーシャルワーカーや関係部署を
案内した。

100% 実施を継続
地域の多様な活動の支援や世代を超えた交流を実施し、地域住
民の相談を受け、コミュニティソーシャルワーカーや関係部署
を案内した。

コロナ禍で閉館していた時期もあり、開館後も人数制限
や事業縮小もあったが、引き続き実施していきたい。

100%
地域住民が安心して区民ひろばを利用できるように感染
対策を徹底し、相談しやすい環境を作り関係部署へつな
げる。

2-8としま学びスタイル研究所
みらい館大明ブックカフェの一角にある、研究、研修、情報収集・提供・発信、
地域・居場所づくりを柱に、区民の学びを応援していきます。

P.43 文化商工部 学習・スポーツ課
ブックカフェや中央図書館にて、生涯学習に関する展示を実
施。また職員や区民に向けた研修も実施した。

展示については、適切なペースで実施できている。研修
については、参加する層をさらに広げる必要がある。

100% 実施を継続
展示については学びをテーマに中央図書館で5回実施。研修は
一般向けに2講座実施。

コロナ禍でブックカフェの使用に制限がかかり展示や研
修も使用できなかったが、講座はオンラインや他の会場
を利用して、区民や職員が一緒に学ぶ講座を実施した。

50% 実施を継続

2-9大学との協働による「としまコミュニティ大学」
人づくり・活動づくり・地域づくりのための総合的な学びの場を設け、学びを通
じて地域のコミュニティを活性化し、やりがいや生きがいを創出します。

P.44 文化商工部 学習・スポーツ課
「としまコミュニティ大学」講座開催実績　94回3,665人　※1
月末現在

区内7大学との協働と区民の主体的な学びを進め、コ
ミュニティづくりを行っている。

100% 実施を継続
一般向けには会場、完全オンライン、としまテレビ「情報スク
エア」を利用して22講座と登録制のマナビト生専門講座は7講
座28回を実施。

大学内の教室利用ができなかったため、区内施設を会場
又は完全オンラインの講座実施となり、実施回数も減少
したがコロナ禍での学びは継続できた。

80% 実施を継続

2-10高齢者等の入居支援事業
民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者等に対して、入居支援を行うことにより居住
継続を図り、身元保証人確保が困難な場合は、家賃等債務保証制度を活用し支援
します。

P.44 都市整備部 住宅課
・情報提供数：231件
・身元保証制度（利用助成）：4件
・同行サービス件数：91件　　　　　※いずれもR2.1月末現在

住宅の確保が困難な高齢者等に対し、賃貸住宅の情報提
供、身元保証制度の活用、また、協定を結ぶ事業者の職
員が同行する住まい探しなどを行い、居住の継続に繋げ
ることができた。

100% 実施を継続
・情報提供数：305件
・身元保証制度（利用助成）：10件
・同行サービス申請件数：24件　　　※いずれもR3.3月末現在

住宅の確保が困難な高齢者等に対し、賃貸住宅の情報提
供、身元保証制度の活用、また、協定を結ぶ事業者の職
員が同行する住まい探しなどを行い、居住の継続に繋げ
ることができた。

100% 実施を継続

重点施策　３生活困窮者への対策

3-1関係支援窓口との連携
納付相談等において、生活状況や支援の必要性を総合的に判断し、くらし・しご
と相談支援センター、高齢者総合相談センター、生活保護担当部署などの案内を
します。

P.46
区民部
保健福祉部

税務課・国民健康保険課
高齢者医療年金課・介護保
険課

来庁者の相談内容に応じて、その都度窓口を案内。また必要に
より連携。

来庁等の相談時において、適時、本人の実情に応じた窓
口同士の連絡・連携を行うことができた。

100% 本計画の趣旨を踏まえ、現状の対応を継続する。
来庁者の相談内容に応じて、その都度窓口を案内。また必要に
より連携。

来庁等の相談時において、適時、本人の実情に応じた窓
口同士の連絡・連携を行うことができた。

100% 本計画の趣旨を踏まえ、現状の対応を継続する。

3-2生活保護制度
生活保護制度は、様々な事情で生活に困ったとき、不足している生活費を支給す
る制度です。受給者が自分の力を中心に他の方法も活用しながら生活できるよう
援助します。

P.47 保健福祉部
生活福祉課
西部生活福祉課

・延べ相談件数 7,787件、保護申請受理件数 848件。
・被保護世帯数 6,042件

生活困窮者に最低限度の生活を保障するため、生活保護
を適用した。相談後、時間が経過しているケースには
フォローアップとして声掛けを行い、保護の漏給がない
よう努めている。

100% 実施を継続
・延べ相談件数 7,005件、保護申請受理件数 1,009件。
・被保護世帯数 6,048件

コロナ禍で減少傾向だった申請件数が大幅に増加した。
相談後、未申請で時間が経過しているケースにはフォ
ローアップを行い、保護の漏給がないよう努めた。

100% 実施を継続

3-3生活困窮者自立支援制度
将来への不安や失業、借金や孤独などの生きることの阻害要因に対し、自立相談
支援事業等の支援を実施することにより、生活困窮状態から早期に脱すること目
指します。

P.47 保健福祉部 福祉総務課

・新規相談者数 931人（対前年度比 101.2%、対国目標
215.5%）
　うち自殺念慮者13人
・利用申込者数 521人（対前年度比 104.2%）
・支援による変化：有り286人（91.4%）　無し27人（8.6%）
※12月末時点

対前年度比及び国から示されている目標値などすべて
100％を超えた数値で推移している。自殺念慮者も13人
含むが、関係機関と連携しながら寄り添い支援を実施し
ている。

100% 実施を継続

・新規相談者数 5,386人（対前年度比 578.5%、対国目標
1292.0%）
　うち自殺念慮者4人
・利用申込者数 4,366人（対前年度比 838.0%）
・支援による変化（支援修了者）：有1,368人（92.4%）無113
人（7.6%）※12月末時点

新型コロナウイルス蔓延防止策により飲食業界に携わる
方や契約・派遣社員の方から収入の減少に係る相談が急
増した。自殺を口にする相談者も多くなったため、一人
ひとり丁寧に寄り添い支援を実施し、生活やその他の不
安を取り除けるよう対応した。

100% 実施を継続

3-4被保護者自立支援事業
就労による「経済的自立」と自分の健康・生活管理をおこなう「日常生活自
立」、地域社会の一員として生活を送れる「社会生活自立」を目指し多様な課題
に対応します。

P.47 保健福祉部
生活福祉課
西部生活福祉課

適切な自立支援プログラムに繋がることで、就労やボランティ
ア活動により社会との結びつきを取り戻したり、区民ひろばや
子ども食堂などの地域資源へつないで孤独や孤立を防いだりす
ることができた。

生活に不安を抱えている方々の相談に乗り、必要な支援
や機関等に繋げることで安定した生活を送れるよう支援
をすることができた。

100% 実施を継続

適切な自立支援プログラムに繋がることで、就労やボランティ
ア活動により社会との結びつきを取り戻したり、区民ひろばや
子ども食堂などの地域資源へつなぐことで孤独や孤立すること
を防いだ。

生活に不安を抱えている方々の相談に乗り、必要な支援
や機関等に繋げることで安定した生活を送れるよう支援
を行うことができた。

100% 実施を継続

3-5ファイナンシャルプランナーによる生活相談
住民税の納付が困難な方に生活改善を促し、借金問題や生命保険などの幅広い知
識を備えサポートする「ファイナンシャルプランナー」によるの生活相談会を実
施します。

P.47 区民部 税務課
来庁相談　32件
架電・受電による相談　40件

生活状況や確定申告書のチェック等により、納付困難者
に対し、実情に応じたアドバイス及び他課との連携を図
ることができた。

100% 実施を継続
来庁相談　28件
架電・受電による相談　33件

生活状況や確定申告書のチェック等により、納付困難者
に対し、実情に応じたアドバイス及び他課との連携を図
ることができた。

100%

本事業は4年目を迎える。コロナ禍で、生活困窮に陥っ
ている個人や個人事業主、中小企業の代表者に対し、必
要な援助を的確に紹介できるよう施策の情報収集に努め
る。

3-6ひとり親に対する貸付・就労支援事業
ひとり親家庭の経済的援助としての貸付、就労支援を切り口に申請者の状況把握
をし、相談援助を実施します。

P.47 子ども家庭部 子育て支援課 ひとり親家庭に対し、貸付や就労支援を実施
ひとり親家庭の経済的な援助を行うことにより、状況を
把握し総合的な支援を行った。

100% 実施を継続 ひとり親家庭に対し、貸付や就労支援を実施
ひとり親家庭の経済的な援助を行うことにより、生活状
況を把握し総合的な支援につなげていった。

100% 実施を継続

3-7ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援事業
ひとり親世帯の子どもを対象にして、学習面・生活面の支援を実施して学習への
動機づけ、学力の向上を目指し、貧困の世代間連鎖を防止します。

P.47 子ども家庭部 子育て支援課
学び舎「エール」を開催し、ひとり親世帯の中学生を対象にし
て、学習面・生活面の支援を実施。中学生の在籍者３０名

学習への動機づけ、学力の向上を目指し、特に中学３年
生の進学の支援を行うことができた。

100% 実施を継続
学び舎「エール」を開催し、ひとり親世帯の中学生を対象にし
て、学習面・生活面の支援を実施。中学生の在籍者25名

学習への動機づけ、学力の向上を目指し、特に中学３年
生の進学の支援を行うことができた。

100% 実施を継続
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3-8子ども若者総合相談事業
子ども若者支援ワーカーが地域に出向き、様々な困難を抱える子どもや若者とそ
の家族の多岐に渡る相談に応じ、関係機関と連携し、問題の重篤化を防いでいき
ます。

P.47 子ども家庭部 子ども若者課 P.38 相談件数、支援回数は集計中 総合相談窓口として相談を受け付け、他機関や地域と連
携しながら支援につなげている。

100% 実施を継続 新規相談件数　144件　　支援回数　669回

4月の緊急事態宣言中は対面での相談を控えていたが、
支援者には電話等で連絡し状況確認するなどの対応を
行った。若年層の相談が多く進学・就職などの移行期に
相談に繋がるケースが多い。

100% 実施を継続

重点施策　４働く人への支援

4-1ワーク・ライフ・バランス推進事業
ワーク・ライフ・バランスフォーラムや写真展の開催により、「仕事と生活のバ
ランスをとっていくことが心身ともに健全な暮らし方である」という意識を醸成
します。

P.49 総務部 男女平等推進センター
2月15日から3月15日まで「イクメン・カジダン・イクジイ写真
展」を開催予定。また令和2年3月15日にワーク・ライフ・バラ
ンスに関する講演を実施予定。

写真展については、私立保育園や保健所など昨年度より
広報対象を広げた結果、大幅に応募件数を増やすことが
できた。講演会についても特集版の広報としま掲載をは
じめ、積極的に周知を行っている。

100% 実施を継続

写真展は51点の応募があり、講演会実施日に合わせて投票期間
を設定したり、オンライン投票を実施した。ワーク・ライフ・
バランスフォーラムは「人生100年時代」を見据えた内容の企
画で実施した。

写真応募の数は増えているが、区民にワーク・ライフ・
バランスの視点を持ってもらう工夫が必要。フォーラム
は社会情勢に即した企画ができた。

80% 実施を継続

4-2としまビジネスサポセミナー等事業
中小企業向けセミナーや研究会、事業者向けのとしまセミナー研究会において、
長時間労働の是正、職場におけるメンタルヘルス等、自殺対策のテーマも取り入
れます。

P.50 文化商工部 生活産業課
中小企業の労働環境改善のため、関連機関である産業団体に補
助金を交付、事業者向け労働関係セミナーの実施に協力した

事業者が、セミナー受講により、職場環境改善の知識習
得の機会を得ることにつながった。

100% 実施を継続
中小企業の労働環境改善のため、関連機関である産業団体に補
助金を交付、事業者向け労働関係セミナーの実施に協力した

事業者が、セミナー受講により、職場環境改善の知識習
得の機会を得ることにつながった。

100%
中小企業の労働環境改善のため、関連機関である産業団
体に補助金を交付するとともに、事業者向け労働関係セ
ミナーの実施に協力する

4-3企業と協働した啓発
企業を勤務する人向けに、ゲートキーパー養成講座の実施や、啓発ポスター・
メッセージカード等の啓発素材の配布等を企業と協働で行います。

P.50 保健福祉部 健康推進課
東武鉄道及びＪＲ東日本と協働して、池袋駅構内でポスター掲
示し啓発カードを駅職員と配布した。

企業向けのゲートキーパー養成講座は実施できなかった
が、企業と啓発活動は実施できた

80% 実施を継続
東武鉄道との協働により駅構内へのポスター掲示やパンフレッ
ト配布を行った、

新型コロナ流行期においてもパンフレットの配布方法を
変え実施できた。しかし感染症予防の観点から講演会は
実施できなかった。

80%
コロナ禍における労働者向けメンタルヘルスについて別
媒体で実施できるよう検討する。

4-4職員のメンタルヘルス対策の推進 区職員に対するストレスチェックの実施やメンタルヘルスに関するセミナーを開
催します。

P.50 総務部 人事課

豊島区安全衛生委員会で決定している「職員こころの健康づく
り計画」に基づき、6月ストレスチェックを実施。9月セルフケ
ア講習、11月ラインケアセミナーを開催。2月セルフケアセミ
ナーを実施予定。

計画とおり実施できている。セミナー終了後のアンケー
トでは99％が「大変満足」「満足」と回答。

100% 実施を継続

豊島区安全衛生委員会で決定している「職員こころの健康づく
り計画」に基づき、6月ストレスチェックを実施。11月ライン
ケアセミナーを開催。2月セルフケアセミナーを実施。1月から
「セルフケアについて」e-ラーニングを実施。

概ね計画とおり実施できている。新型コロナウィルス感
染拡大防止の観点からも、教室形式のセミナーの開催が
難しかったため、e-ラーニングも実施。

100% 実施を継続

4-5職員のハラスメント防止対策の推進
職場におけるハラスメントを防止するため、ハラスメント防止研修の実施やハラ
スメント相談窓口を整備します。

P.50 総務部 人事課
e-ラーニングで、全職員（非常勤・臨時職員服務）を対象にハ
ラスメント防止研修を実施。常設の相談窓口のほか、月1回昼
休み窓口を開設

ハラスメントの基礎知識の習得。相談窓口の周知につな
がっている

100% 実施を継続

全職員を対象にハラスメント防止のe-ラーニングを実施。ハラ
スメント防止リーダー向けに基礎知識と相談演習研修を計６回
実施。常設の相談窓口のほか、月1回昼休み窓口を開設。全職
員に向けてハラスメント防止対策メールを送信。

計画通り実施できている。パワーハラスメントの法制化
に伴い、研修ではパワハラの周知に力を入れた。新型コ
ロナウイルス感染症の拡大により一般向け講座は実施で
きなかった。

100% 実施を継続

4-6職員の労働環境の改善
区職員の仕事と生活の調和のとれた働き方を実現するため、超過勤務の是正及び
年次有給休暇の取得促進に取り組んでいきます。

P.50
政策経営部
総務部

行政経営課
人事課

個人目標において、超過勤務は前年度比20％以上削減・年次有
給休暇は16日以上取得するよう、数値による目標管理を実施。
それに伴い、個人目標・達成シートに、超過勤務時間及び年次
有給休暇の目標及び実績欄を新設した。

目標を数値で管理するほか、時差勤務の推進やテレワー
ク（在宅勤務）の試行実施を行ったことで、さらなる
「仕事と生活の調和のとれた働き方の実現」を図った。

100%

これまでの取り組みを継続するとともに、令和２年度か
らは新たに勤務間インターバル制度（勤務終了後、一定
時間以上の休息期間を設けることで、働く方の生活時間
や睡眠時間を確保するもの）を導入する。

引き続き超過勤務や年次有給休暇の取得については、各個人で
も目標管理を実施するとともに、新型コロナウイルス感染症予
防のため、時差勤務やテレワークを推進し、夏季休暇取得期間
の延長も実施した。勤務間インターバルを各課で定めること
で、休息時間に対する職員の意識向上を図った。

新型コロナウイルス感染症への対応のため、当初の計画
以外の取組も実施した。既存の取組と併せて、職員の心
身の安全を第一に考え柔軟に実施したことで、さらなる
「仕事と生活の調和のとれた働き方の実現」を図った。

100%
これまでの取組を継続するとともに、テレワーク（在宅
勤務）の本格導入を図る。

重点施策　５うつ病への対応及び自殺未遂者への支援

5-1精神保健に係る相談事業
専門医によるこころの相談、精神保健福祉士による家族問題相談、その他、保健
師等の専門職が随時相談を実施し、適切な対応と治療への支援を実施します。

P.53 保健福祉部
健康推進課
長崎健康相談所

（長崎）専門医こころの相談　年6回実施 適切な対応と支援につながっている。 100% 実施を継続 （長崎）専門医こころの相談　年6回実施 適切な対応と支援につながっている。 100% 実施を継続

5-2精神保健に係る地区活動
精神疾患の未治療や治療中断等で、自殺念慮のある方や生活の困りごとがある方
に対して、地区担当保健師が関係機関等と連携し、相談支援を行ないます。

P.53 保健福祉部
健康推進課
長崎健康相談所

地区担当保健師による精神保健相談　通年実施
必要に応じて専門相談、アウトリーチ支援を活用し、精
神科治療へつなげている。

100% 実施を継続 地区担当保健師による精神保健相談　通年実施
必要に応じて専門相談、アウトリーチ支援を活用し、精
神科治療へつなげている。

100% 実施を継続

5-3自殺未遂者支援活動
三次救急病院と連携して、救急搬送された自殺未遂者の支援を行い、地域での安
定した生活が継続できるように支援していきます。

P.53 保健福祉部 健康推進課
三次救急病院からの連絡で支援している方、3名。
一般精神科病院からの連絡で支援している方、1名。

少しづつではあるが、自殺未遂者活動が関連病院との連
携しながらできつつある。

100% 実施を継続
自殺未遂者支援実施実人数　4人

医療機関からの紹介で支援につながる他に、警察からの
連絡で支援につながることもあり、連携の輪が広がって
いる。

100% 実施を継続

5-4医療従事者向け精神科連携講演会
在宅医療を行う医師向けに精神疾患についての講習会を行い、区の自殺対策や精
神保健対策についても情報提供を行うことで支援体制を充実していきます。

P.53 保健福祉部 健康推進課
精神科医療地域連携後援会として開催し、多くの区内の医療関
係者の参加があった。

区内の医療関係者45名が参加し、担当課から「豊島区自
殺対策ついて」の説明をすることができた。

100% 実施を継続
令和2年8月31日「コロナで起こる不安と不眠」講師：横浜尾上
町クリニック山田和夫先生　「豊島区の自殺対策」講師：健康
推進課長　会場：豊島区医師会館とZoomにより開催　36名参加

コロナ禍における内科と精神科との医療連携についてな
どタイムリーな講演会を感染予防の対策を取りながら実
施できた。区の自殺対策に関する周知の機会となった。

100% 実施を継続



対策委員会の会議経過①
開催日 回 会議内容

2013年7月26日 第10回 セーフコミュニティの今後の取組みについて
若年層への予防対策強化方針決定（データ分析の結果）

2013年10月31日 第11回 セーフコミュニティの評価指標について
2014年7月25日 第12回 帝京平成大学院との「若者のいのちを守る」ハートプロ

ジェクトについて
2015年1月30日 第13回 求人・求職状況と若者への就労支援について

2015年7月24日 第14回 ゲートキーパーのネットワーク化フォーラムについて
2016年1月29日 第15回 相談窓口一覧の作成及び配付について
2016年7月22日 第16回 区・都・大正大学と協働実施。若者の自殺予防を考える

「こころといのちの講演会」開催について
2017年1月27日 第17回 教育委員会との連携について

自殺予防対応マニュアル改訂版の作成について
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対策委員会の会議経過②
開催日 回 会議内容

2017年6月16日 第18回 セーフコミュニティ再認証について
2017年10月27日 第19回 自殺対策計画の策定について
2018年6月4日 第20回 自殺対策計画の策定について
2018年7月19日 第21回 第1回自殺対策計画策定委員会として開催
2018年9月11日 第22回 第2回自殺対策計画策定委員会として開催
2019年1月31日 第23回 第3回自殺対策計画策定委員会として開催
2019年9月6日 第24回 自殺対策計画について、5つの重点施策（1子ども若者、

2中高齢期、3生活困窮者、4働く人、5うつ病、自殺未遂
者）を予防対象として取り組む方針で決定

2020年1月27日 第25回 全庁横断的、包括的な自殺対策の重要性について
2020年7月8日 第26回 コロナ禍における自殺対策について

委員の情報交換ツールとしてメーリングリスト作成
2020年12月24日 第27回 コロナ禍における自殺対策について

自殺者の状況、統計データの共有
2

2019年3月
自殺対策
計画策定
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(９) 自殺・うつ病の予防

自殺・うつ病の予防対策委員会 

2020 年度の開催状況 7 月 8日 12 月 24 日 

【地域活動団体】 

豊島区医師会 

豊島区薬剤師会 

豊島区民生・児童委員協議会 

豊島区民社会福祉協議会 

【事業所、行政機関】 

地域生活支援センターこかげ［委員長］ 

東京都立精神保健福祉センター 

東武鉄道 

帝京平成大学大学院 

池袋労働基準監督署 

目白警察署 

【豊島区】 

保健福祉部長 

池袋保健所長［副委員長］ 

地域保健課長 

健康推進課長 

教育センター長 

［取組みの全体像］ 

予防対象 ・子ども・若者・中年期から高齢期・生活困窮者・働く人・自殺未遂者 

課 題 対 策 短中期 成果指標 長期 成果指標 

1 部門を越えた相

談窓口の連携に

よる自殺危機要

因の連鎖の防止 

1-1 相談窓口の周知・連

携 

①気分が落ち込んだ時に援

助を求める行動がとれる

人の割合 

①自殺死亡者数・率 

1-2 ゲートキーパーの

養成 

②ゲートキーパー養成研

修・講座の受講者数の累

計 

1-3 うつ病等の受診支

援（未治療・治療中断

者） 

③精神科治療や保健福祉関

係者につながった割合 

2 自殺未遂者の自

殺防止 

2-1 若者のこころの健

康づくり 

④意識的にストレスを解消

する人の割合 

2-2 自殺未遂者支援 ⑤医療機関と連携した自殺

未遂者の支援件数 

②自損行為による救急

搬送件数・発生率 

資料４
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１．予防対象の状況、推移 〔自殺・うつ病の予防〕 （2020 年 11 月時点）

（１）自殺の推移と特徴 

2019 年の自殺死亡率は、豊島区が 18.3 に対して、国が 15.7、都は 14.3 である。豊島区の自殺

死亡率は増加したが、区の自殺死亡率は母数が少ないために振り幅が大きく、経年的にみて判断

する必要がある。 

豊島区の 2015～2019 年の自殺総数を性別・年齢階級別にみると、男性では 20 歳代が最も多

く、次いで 50～60 歳代が多くなっている。女性では、20 歳代が最も多い。 

（２）年代別自損行為の状況からみる自殺未遂者の推計 

自殺未遂者（救急搬送された自損行為者）は 20～30 歳代の割合が高く、中でも女性が多い傾向

にある。 
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２．2020 年度の主な取組み 〔自殺・うつ病の予防〕

（１）相談窓口等の周知 

【目的】広く区民等に相談窓口等の周

知を図る 

【概要】東武鉄道株式会社と「いのち

の安全啓発キャンペーン」の一環とし

てとして、花のメッセージカード及び

相談窓口のチラシをポケットティッ

シュと共に配布し、ホーム上に相談ダ

イヤル入りポスターを掲出。 

【配布時期】令和 2年 12 月から 

【配布場所】都内にある東武東上線各

駅改札付近及びホーム

人身事故の抑止は自殺防止ともなるので、何か対策を取ったほうが良いという意見が委員 

からあり、これまで手渡ししていたチラシを有人の改札付近で感染防止対策をとったうえ 

で配布する方法に変更し実施するとともに、ホーム上のに相談ダイヤル入りポスターを 

掲出した。配布する箇所や、共に配布するチラシの内容について検討する。 

（２）若者を対象とした相談窓口の周知 

【目的】ポケット相談メモにより若者へ 

相談できる窓口があることを周知する。 

【概要】新型コロナウイルスの影響によ

り長い休校措置からの夏休み明けの登

校に不安や悩みを持っている小学校5年

生・中学校 1年生を対象に「ポケット相

談メモ」を配布した。 

  【配布時期】ポケット相談メモ：夏休み 

  明けに配布 

  【配布対象】ポケット相談メモ：小学校 

5 年生及び中学校 1年生 

例年新学期に児童生徒の自殺が増加する傾向があるなか、今年は更に長い休校措置からの 

夏休み明けの登校に不安や悩みを持っている児童生徒に対して何か対策はないかという 

ご意見をいただき、小・中学校生向けの「ポケット相談メモ」を夏休み明けのタイミング 

で、小学 5年生・中学校 1年生を対象に配布し、いろいろな相談窓口があることを周知し 

た。 
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（３）子ども若者の自殺予防に向けた連携 

【目的】中高生の相談を受け、必要な支援につなぐ 

【概要】区内の大学院生による「『若者のいのちを守る』ハ

ートプロジェクト」は、中高校生センタージャンプ東池

袋「冬休み若者食堂」期間に参加し、中高生の相談を受

け、必要な支援につなぐ活動を行う。 

 【日時・場所】中高生センター ジャンプ東池袋 

        令和 2年 12 月 26・27・28日 

及び令和 3年 1月 6・7・8日 

これまでに経験のない長い休校措置や外出自粛により、人との繋がりが希薄になり、悩み 

   を抱えていても話すことのできない若者に対して、自殺予防の活動は行えないかという 

ご意見があり、ジャンプ東池袋の活動に参加することとした。大学院生が若者食堂で中高 

生と共に過ごす中で話を聞き相談を受ける活動を行い、不安や悩みに対応した。 

若者食堂の様子（ジャンプ東池袋） 
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３．対策の実施状況 〔自殺・うつ病の予防〕 

課題１ 部門を越えた相談窓口の連携による自殺危機要因の連鎖の防止 

対策名 対策の概要 

（①関係者 ②対象 ③内容 ④過去 1年間の改善点）

1-1 相談窓口の周知・連携 ① 医師会、薬剤師会、地域生活支援センター、法律事務所、池袋労働基

準監督署、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、都立精神保健福祉

センター、区 

② 自殺危機要因（失業、生活苦、家庭の不和、心身の病気など）のある

方及び関係機関を中心に広く一般の人々 

③ 相談窓口や地域で活動する方を通して、自殺危機要因のある人へ情報

が届くように、相談窓口の啓発と広く一般の人々を対象とした啓発 

④東武東上線駅改札にて相談窓口一覧リーフレットを配布。区民以外の

方も活用できるよう広域の相談窓口一覧に変更。 

実施項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度（計画） 

A)相談窓口案内の配布 

・「自殺予防対応マニュアル」

及びリーフレットの配布 

 （平成 28 年度にマニュア

ルを改訂版作成） 

・メッセージカードの配布 

・相談窓口リーフレットの 

配布 

B)イベント 

「長崎こころまつり」で

の啓発活動 

C)中央図書館特集展示 

（こころの健康の啓発活動

と精神保健関連図書の貸

し出しの推進） 

D)区広報（特集記事掲載） 

リーフレット 100 冊 

マニュアル改訂版 

393 冊（ゲートキーパー

養成講座・講演会・関係

期間等） 

6,512 枚 

（東武鉄道・ＪＲ、アニ

メイト、区内大学 8校、

専門学校 38 校、中央図

書館等） 

4,150 枚 

（配布：精神保健相談、

講演会、イベント、ゲー

トキーパー養成講座、

区民ひろば・関係各課

等） 

803 人参加 

（9・3月特集展示） 

（再掲：リーフレット

「相談窓口一覧」100

枚、花のメッセージカ

ード 100 枚） 

2 回（9月 １日号） 

  （2月 11 日号） 

リーフレット 100 冊 

マニュアル改訂版 

250 冊（ゲートキーパ

ー養成講座・講演会・

関係機関等） 

10,000 枚 

（東武鉄道・ＪＲ、ア

ニメイト、区内大学 8

校、専門学校 37 校、

中央図書館等） 

4,000 枚 

（配布：精神保健相

談、講演会、イベント、

ゲートキーパー養成

講座、区民ひろば・関

係各課等） 

852 人参加 

（9月特集展示） 

（再掲：リーフレット

「相談窓口一覧」100

花のメッセージカー

ド 100 枚） 

（3月特集展示：中止） 

3 回（9月 1 日号） 

    (12 月 11 日号) 

   （2月 11 日号） 

リーフレット 100 冊 

マニュアル改訂版 

250 冊（ゲートキーパ

ー養成講座・講演会・

関係機関等） 

10,000 枚 

（東武鉄道・ＪＲ、ア

ニメイト、区内大学 8

校、専門学校 37 校、

中央図書館等） 

4,000 枚 

（配布：精神保健相

談、講演会、イベント、

ゲートキーパー養成

講座、区民ひろば・関

係各課等） 

中止 

（9月特集展示） 

（再掲：リーフレット

「相談窓口一覧」100

花のメッセージカー

ド 100 枚） 

（3月特集展示予定） 

3 回 (8 月 21 日号) 

（2月 21 日号予定） 
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1-2 ゲートキーパーの養成 ① 社会福祉協議会、薬剤師会、区 

② 区民、民生委員・児童委員、豊島区薬剤師会、法律事務所、介護事

業者、介護支援専門員、高齢者総合相談センター、理・美容師、警

察、コミュニティソーシャルワーカー、地域サポーター、地域生活

センター、帝京平成大学大学院学生、大正大学学生、保護司会、区

庁内窓口職員、区民ひろば職員、生活福祉課職員 

③ 区民をはじめ地域で活動する方が、周囲の人の変化に「気づき」、

「声をかけ」、「必要な相談機関へつなぐ」ことができるよう、ゲー

トキーパーを養成する。 

④2019 年度は 374 名が受講し、累計受講者数は 2,701 人となった。4月

以降は新型コロナウイルスの影響で実施できない状況が続いたが、消

毒・換気・定員等、感染防止対策を徹底し可能な範囲で実施。 

実施項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度（計画） 

・Ⅱ層 ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ 

・Ⅲ層 身近なｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ 

8 回（128人） 

4 回（194人） 

4 回（150人） 

4 回（150人） 

1 回（ 30 人） 

2 回（105 人） 

1-3 うつ病等の受診支援（未治

療・治療中断者） 

① 医療機関、都立精神保健福祉センター、区 

② うつ病等の未治療者または治療中断者及びその家族・関係者 

③ 医療機関受診につながっていない患者や家族等に対して、精神科医に

よる精神保健福祉相談を実施し、受診支援を行う。 

④地区担当保健師の受診支援に加え、精神保健相談員による訪問支援を

実施。 

実施項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度（計画） 

・精神科医による精神保健福

祉相談を利用者した者 

・上記の相談者のうち、受診

勧奨した者 

・6 か月以内に、受診をした

者及び保健福祉関係者に

継続的に相談している者 

18 回 相談者 45 人 

受診勧奨者   23 人 

受診した者等 19 人 

18 回 相談者 50 人 

受診勧奨者  13 人 

受診した者等  10 人 

18 回実施予定 

集計中 

集計中 

課題 2 自殺未遂者の自殺防止 

対策名 対策の概要 

（①関係者 ②対象 ③内容 ④過去 1年間の改善点） 

2-1 若者のこころの健康づくり ① 大学、専門学校、民間企業、区 

② おおむね 20 歳代、30歳代の区民、在学・在勤者 

③ 若年層のメンタルヘルスの向上を目指した情報提供及び相談窓口を 

周知するとともに、若年層に特化した対策の強化を図るための「若者

のいのちを守る」ハートプロジェクトを展開する。 

実施項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度（計画） 

a)啓発リーフレット 

・「メンタルヘルスケア」の個

別送付 

・「メンタルヘルスケア相談

窓口」個別送付 

・若者に特化した啓発 

（再掲：1-1） ポスター 

カード 

（25、30、35 歳） 

17,830 冊 

（25、30、35 歳） 

17,830 部 

200 部 

6,512 枚 

（大学 8 か所、専門学

校 38 か所、民間企業、

区庁内等） 

（25、30、35 歳） 

17,985 冊 

（25、30、35 歳） 

17,985 冊 

150 部 

7,000 枚 

（大学 8か所、専門学

校 37 か所、民間企業

区庁内等） 

（25、30、35 歳） 

18,000 冊 

（25、30、35 歳） 

18,000 冊 

新型コロナウイルス

の影響により中止 
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ｂ）若者との協働事業 

・「若者のいのちを守る」 

ハートプロジェクトの開催 

帝京平成大学大学院臨

床心理学研究科と協

働、年 6回実施。 

啓発資材の共同開発ジ

ャンプ東池袋見学、SOS

の出し方教育等 

帝京平成大学大学院

臨床心理学研究科と

協働、年 6回（6月よ

り開催し、10月末現在

2回実施）ジャンプと 

の協働活動実施 

帝京平成大学大学院

臨床心理学研究科と

協働）、ジャンプと 

の協働活動実施 

2-2 自殺未遂者支援 ① 近隣 3次救急病院、東京都福祉保健局、区 

② 自損行為により 3次救急病院へ搬送された区民で、病院から保健所

への連絡に承諾した者 

③  上記の者に対して、医療が継続されるよう支援し、また自殺の要

因となった問題を解決できるよう各相談機関へつなぐ 

④ 自殺未遂者支援について、警察からの連絡にも対応 

実施項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度（計画） 

・救急医療機関からの情報提

供及び用紙（フォーマッ

ト）の作成 

・救命救急センターから連絡

・未遂者を支援した人数 

３医療機関 

（①日本医科大学付属

病院救急センター、②

日本大学医学部付属板

橋病院、③帝京大学医

学部付属病院との連

携） 

5 件 

5 件 

３医療機関 

（①日本医科大学付

属病院救急センター、

②日本大学医学部付

属板橋病院、③帝京大

学医学部付属病院と

の連携） 

1 件 

5 件 

３医療機関 

（同左（①、②、③）

との連携） 
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４．短中期的成果指標の確認 〔自殺・うつ病の予防〕 

指標名 指標の概要（①類型 ②対象 ③方法 ④頻度） 

対 

策 

1-1

① 気分が落ち込んだ時に

援助を求める行動がと

れる人の割合 

① アンケート調査 

② 区民意識調査（20～79 歳）における回答者 

③ 「気分が落ち込んだ時、悩みを相談できる人や機関がある」と回答

した人の割合 

④ 3 年毎（2014 年度から実施） 

年度 2011 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

解消割合    47.3％ ― 51.2％

年度 2017 再認証 2018 2019 2020 

解消割合  ― ― 2020 年に延期

対 

策 

1-2

②ゲートキーパー養成研

修・講座の受講者数の累

計 

① 対策実施による数値 

② ゲートキーパー研修・講座の受講者 

③ ゲートキーパーを 3層に分け、2009 年度からの受講者数の累計 

Ⅰゲートキーパー指導者 

Ⅱゲートキーパー 

Ⅲ身近なゲートキーパー 

④ 毎年 

年度 2011 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

Ⅰ指導者 

Ⅱｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ 

Ⅲ身近な 

4 人 

103 人 

252 人 

5 人 

214 人 

252 人 

9 人 

314 人 

312 人 

11 人 

631 人 

366 人 

11 人 

852 人 

401 人 

11 人 

966 人 

648 人 

年度 2017 再認証 2018 2019 2020(1 月末)

Ⅰ指導者 

Ⅱｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ 

Ⅲ身近な 

 11 人 

1076 人 

929 人 

11 人 

1213 人 

1114 人 

11 人 

1337 人 

1364 人 

11 人 

1372 人 

1465 人 

対 

策 

1-3

③精神科治療や保健福祉関

係者につながった割合 

① 対策実施による数値 

② 精神科医師による精神保健福祉相談利用者 

③ 専門相談において、医師から精神科受診を勧められた者のうち、6か

月以内に以下の対応につながった割合 

  ・精神科受診をした人 

 ・保健福祉関係者と継続的につながっている人 

④ 毎年 

年度 2012 認証 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

受診等割合 80% 80%% 80%％ 92.3％ 83.3% 64.2％ 

年度 2017 再認証 2018 2019 2020

受診等割合  82.4％ 82.6％ 76.9％ 年度末に集計 

対 

策 

2-1

④意識的にストレスを解消

する人の割合 

① アンケート調査 

②「区民意識調査」における 20 歳代及び 30歳代の回答者 

③「ストレスを解消するために意識的に何かしている」と回答した人の

割合 

④ 3 年毎 

年度 2011 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

行動割合 67.4％ ― ― 68.3％ ― 65.9％ 

2017 再認証 2018 2019 2020

 ― ― 2020 年に延期
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指標名 指標の概要（①類型 ②対象 ③方法 ④頻度） 

対 

策 

2-2

⑤医療機関と連携した自殺

未遂者の支援件数 

① 対策実施による数値 

② 自損行為により 3 次救急病院へ搬送された区民で、病院から保健所

への連絡に承諾した者 

③ 3 次救急病院から保健所へ連絡が入り職員が対応した件数

④ 毎年 

年度 2011 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

支援件数 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

2017 再認証 2018 2019 2020

 2 件 5 件 1 件   

５．長期的成果指標の確認 〔自殺・うつ病の予防〕 

指標名 指標の概要（①類型 ②対象 ③方法 ④頻度） 

①自殺死亡者数・率 ① 統計資料（人口動態統計） 

② 自殺死亡者 

③ 人口 10万人あたりの発生件数 

④ 毎年 

年 2012 認証 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

自殺死亡者数 

自殺死亡率（10

万人あたり） 

47 人

16.3 人/10 万人

47 人

16.3 人/10万人

61 人

21.0 人/10 万人

48 人

16.3 人/10 万人

50 人

16.7 人/10 万人

38 人

12.8 人/10 万人

年 2017 再認証 2018 2019 2020(10 月末)

自殺死亡者数 

自殺死亡率（10

万人あたり）

42 人

14.1 人/10万人

45 人

15.0 人/10 万人

55 人

18.3 人/10 万人

35 人

12.2 人/10 万人

②自損行為による救急搬送件

数・発生率 

① 救急搬送データ 

② 自損行為により区内で救急搬送された者 

③ 人口 1万人あたりの発生件数 

④ 毎年 

年 2011 2012 認証 2013 2014 2015 2016 

搬送件数 

発生率（1万

人あたり）

114 件 

4.2 件/万人

8114 件 

4.2 件/万人

110 件 

4.6 件/万人

108 件 

3.9 件/万人

84 件 

3.0 件/万人

101 件 

3.6 件/万人

年 2017 再認証 2018 2019 2020

搬送件数 

発生率（1万人

あたり）

89 件 

3.1 件/万人

93 件 

3.2 件/万人

95 件 

3.3 件/万人



10 

６．主な収集データ 〔自殺・うつ病の予防〕

名  称 対  象 内  容 

 死亡統計 [1 年] 区民の自殺 住居地集計 

区民健康意識調査 

[3 年、2014 年度] 

【意識行動】 

・20～79 歳の区民

5,000 人無作為

抽出 

・回収率 33.6％ 

[設問] あなたは、気分が落ち込んだ時に、悩みを相談

できる人や機関（窓口）はありますか 

選択肢「相談できる人がいる、機関（窓口）を知ってい

る」との回答の割合 

[設問] あなたはストレスを解消するために何かをして

いますか。 

選択肢「している」との回答の割合 

救急搬送データ [1年] 

【傷害】 

・区内出場し病院

へ搬送した件数 

・「自損行為」によるけが 

７．成果指標と収集データの対応関係 

成 果 指 標 データ収集方法 

短① 気分が落ち込んだ時に援助を求める行動がとれる人の

割合 

 アンケート調査 [3 年]【意識行動】 

短② ゲートキーパー養成研修・講座の受講者数の累計 対策実施による数値 

短③ 精神科治療や保健福祉関係者につながった割合 対策実施による数値 

短④ 意識的にストレスを解消する人の割合  アンケート調査 [3 年]【意識行動】 

短⑤ 医療機関と連携した自殺未遂者の支援件数 対策実施による数値 

長① 自殺死亡者数・率 死亡統計 [1 年] 

長② 自殺未遂による救急搬送 件数・発生率  救急搬送データ [1 年] 

※色の凡例 救急搬送データ、 意識・行動アンケート 



令和 3年度 自殺うつ病の予防対策委員会の取り組み（案） 

対策 実施予定 実施者 実施時期 

相談窓口の周知 いのちの安全啓発キャンペーン 東武鉄道 

図書館特集展示 中央図書館 

健康推進課 

9 月 

3 月 

相談窓口一覧、ストレスとの付き合い方パ

ンフレット送付（25 歳・30 歳・35歳） 

健康推進課 4 月、6月 

8 月、10 月 

こころまつり（中止） 長崎健康相談所 10 月 

お悔みコーナーにてグリーフケアリーフ

レット配布 

総合窓口課 通年 

ゲートキーパーの

養成 

相談職員向け 健康推進課 9 月 

一般職員向け 

（職員用学習ページにて自己学習） 

健康推進課 通年 

民生児童委員、CSW 向け  2 月 

区民向け  2 月 

うつ病等の受診支

援 

未治療・治療中断者へのアウトリーチ支援 健康推進課 通年 

精神保健福祉相談 健康推進課 

長崎健康相談所 

毎月 

若者のこころの健

康づくり 

「SOS の出し方に関する教育」 小・中学校  

若者の居場所 

（サンドピクチャー等による相談） 

ジャンプ東池袋・

ジャンプ長崎 

若者食堂 ジャンプ東池袋 夏休み（中止）

冬休み 

自殺未遂者支援 3 次救急病院からの支援要請 健康推進課 

長崎健康相談所 

通年 

資料６ 
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3. 生活困窮者

1 .子ども・若者

4. 働く人

1

2017年
再認証時の対象

2019年自殺対策計画策定時の対象

2017年セーフコミュニティ再認証以降の対策委員会では、「若者の自殺未遂」「中年期の自殺」を
対象にしていましたが、2019年の豊島区自殺対策計画策定に伴い、予防対象を１「子ども・若者」、
２「中高年」、３「生活困窮者」、４「働く人」、５「自殺未遂者」に拡大し、幅広く活動を進めてきました。

2017年
再認証時の対象

2. 中年期から高齢期

5. 自殺未遂者

自殺・うつ病の予防対策委員会における予防対象の変遷 資料７
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自殺プロファイル2019,2020
1位男性60歳以上無職

3. 生活困窮者

5. 自殺未遂者

1 .子ども・若者 2. 中年期から高齢期

20-30代
増加傾向

子ども・若者層 中年期

2021年度以降の予防対象 ：データからみる豊島区の傾向

自殺プロファイル2020
2位男性40-59歳有職

未遂者支援

ゲートキーパー養成講座

相談窓口周知・図書館展示

鉄道会社と自殺予防キャンペーン

大学院生による若者相談会

ハイリスク者にうつ病の受診支援

若者向けメッセージカード配布

SOSの出しかた教育

区民の健康調査
7~8時間睡眠50代19.6％
年代別最低

4. 働く人20代女性に多い

ＳＣ重点対象

2

しかし対象が幅広いためにどの層がハイリスクなのか分かりにくく活動がしにくいため、対象を整
理しました。自殺者と自殺未遂者の多い「子ども若者層」と、最近の傾向として増えてきている「中
年期」を委員会が重点的にアプローチする対象としました。


